
摩耶ふ頭の建設と運営

岸 孝雄

(神戸市港湾局〉

1 建設計画の概要

。建設計画の樹立
摩耶ふ頭の建設は、新長期経済計画の目標達成のため、輸出振興のー施策と

して、昭和33年6月6日の「貿易伸長に対応する主要港湾の整備について」の

閣議の諒解事項とされたことにより建設計画が決定されたものであります。

新長期経済計画によれば、37年度の輸出は31:f:!三に比し、 (金額比82%の増、

数量比80屈の増加となり 、輸入については、同じく金額比34;ぢの増、数量比64

%の増加が見込まれたのであります。

これにより港湾磐備の方策として、取担貨物の接岸機械化荷役を強力に維進

するということで、やl'戸港においては輸出優先陣頭として摩耶ふ頭の建設計画

が進められることになったのであります。

2) 建設1!i:及び羽在の進行状況は次のとおりでこざいます。(別紙資料 (1)

参照〉

それで、は摩rrrsふ頭の運営について、ご説明申上げるii1Iに、既存の施設の運営

についてお話申上げて理設を深めていただきたいと存じます。

2 神戸港の既存施設の運営の実態

1) 神戸港は、戦後、ほとんどの主要施設が米軍の接収下におかれました。そ

の間21~22年に従来から市が管理していた内国貿易施設である兵庫突堤、 中突

堤を主にして、戦後のーlI'!i'JVlをきり抜けて米ましたが、27年4月から外貿施設

である新港突堤の施設が次第に接収解除になり 、現住では、新港の第6突堤の

W、Xの2パースおよびW上屋だけが提供施設と して残され、それ以外はすべ

て日本側に返還されています。

2) これからお話申上げる既存の港湾施設は、神戸港の新港突堤ということで
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ど承知願いたいと思います。在来の新港突堤と中しますのは、第1突堤から第

5突堤までと第9突堤のごく一部であります。

これらの施設は、20パースと上屋21棟(面積約23，000坪〉であります。

3) パースの使用方法

けい船申請は、船会社又はその代理屈から一週間前に、日時、希望パース等

について出されますが、許可に当っては、申請内容、変更の有無等を調査し、

さらに、

イ 在港船の出港予定

ロ パースを決定する日の出港予定

ハ 優先的にパースを指定する船の入港予定(観光船、移民船、穀類運搬船

など〉

等を考慮して、入港予定日の前日の午前中に決定するのが普通であります。

4) 上屋の使用目的

上屋の使用はいうまでもなく 、荷捌施設として使用されるのが木来の目的で

あります。しかし、荷捌が終了して一時的に保管の目的で使用される必要があ

ることもこれまた当然であります。乙の意味で、荷捌を主とするか、保管を主

とするかによって、荷捌上屋といい、保管上屋というわけであります。

5) 神戸港の上屋の実態

さきほど一寸申上げましたように、27年から新港の上屋が返還されまして、

使用開始されることになったわけで、ありますが、面積が23，000坪あり、 27'"'-'8 

年当時はその使用実績は非常に少く、上屋はガラガラ とい う状態であったので

あります。

そのため、港湾管理者は使用の申込みがあれば、どんどん使用許可する。使

用料を頂戴しなければ港湾管理者も財政的に困るわけでありますからそういう

ようにしたのであります。その結果、あるー業者で6，000坪の上屋を使用した

記録が残っております。

ところで、その後日本の工業も次第に発展いたしまして輸出も盛んになり、

神戸港の輸出量は、

27年 1， 693， 865トンから
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32年 2，731，929トン

37年 5，241， 209トン

というように非常な勢いで、増加したわけであります。この結果、従来のよう

な使用方法では、公共上屋が足りなくなるのが当然でございます。それで地元

海運局と協議をいたしまして、現在実施しておりますのが、主として港湾運送

事業法による第1種免許業者に使用許可する方法であります。神戸では通称乙

仲と呼ばれるものであります。厳密に申上げますと乙仲業者というのは港湾運

送事業法でいう限定 1種であります。ステベは、無限定 l種でございまして、

これらの差異はステベは船内、はしけ、沿岸と一貫して各種荷役が許されてお

りますが、乙仲といいますのは、はしけ回泊を主としまして沿岸通関手続等一

貫した船積行為を行なうのでありますが、船内作業は許可されていないのであ

ります。一般的に言いますと神戸港ではステベは輸入を主とし、乙十1"は輸出を

主と して取扱っているという区別の方法もございますが、さきほど申上げまし

た方が正確な区別の仕方であります。

6) 上屋の使用方法

上屋はこの港湾運送事業の 1種業者に使用許可するわけで、あります。

1種業者から貨物の搬入願が提出されますと貨物の内容を審査いたしまして

搬入許可をする。船積するときは搬出許可をするというわけでーあります。

7) オープンと専用使用

一定の資格を持っている者にはだれにでも使用を許可する。これがオープン

制であります。

一定の資格を持っていても実績があるとか、特別の理由があって特定の者に

使用許可を与えるのを専用情IJというのであります。このように上屋の使用につ

いても一時使用許可と専用使用許可と一寸意味が違います。

この意味におきま して、神戸港の新港突堤の公共上屋はオープン制でありま

す。

ところがここに一寸問題があるのであります。現在新港の上屋に貨物を搬入

している業者は、86社でありますがこの業者の使用しているスペースがほぼ決

っているところに問題があるのであります。
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特定業者の使用するスペースが決っているのだったらそれはオープンでなく

専用じゃないかというわけであります。これが神戸港の公共上屋はオープン的

専用とか専用的オープンとか批判されたり悪口をいわれる点でございます。

この点につきまして、私たち港湾管理者側といたしましては、これから申上

げるような見解を持っているわけで、あります。

つまり 1種業者が上屋にA社の貨物を搬入したとき、この貨物は必ずしも仕

向先が決っているわけで-はないのであります。

それを仮りに l号という上屋に入れるとしましょう。次の日また同じ業者が

A社の同じ貨物を搬入したいと申出ましたとき、港湾管理者が10号の上屋に搬

入許可をするとします。こういたしますと港湾管理者は上屋の使用許可は与え

ますが、貨物の保管責任は1種業者にあります。こうなりますと業者はあちら

こちらの上屋に搬入された貨物の保管責任をどのように全うしたら良いのでし

ょうか。 5トンや10トンの貨物ではありません。何百トン何千トンの種々雑多

な貨物の保管責任と上屋内作業のために何人入手があっても足りません。それ

で、便宜上、港湾管理者はできるだけ同じ業者の貨物はできるだけ一定の場所に

搬入を許可する方針をとらざるを得ないのであります。

それからもう 1つ理由がございます。

1種業者に上屋の使用許可を与えるわけでありますが、この業者は何んでも

すべて船積業務を自社で一貫して作業を行なうのではございません。下請業者

を使用するのであります。特に沿岸作業であります。というよりも沿岸は下請

を使用するのが圧倒的に多いのであります。

ここでもし完全オープン制で不特定の場所に貨物を蔵置するとなると、下請

の沿岸はどこに目的の貨物があるかさっぱりわからないということになりま

す。同時に同じ上屋の中で多数の沿岸業者が出入するとなりますと上屋内がお

互いに邪魔になって混乱するばかりか、貨物の保管責任を全うするなどという

ことは到底無理なこととなるのであります。

こういう意味で現在新港では lつの上屋には少数の特定の業者の貨物を搬入

させるという方式が採用されているわけであります。

さて、新港突提のパースに船が着岸しました。神戸港揚げの貨物を突堤に荷
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揚げしようとしましても前而の上屋は貨物で一杯で、す。岸壁上に陸揚げしても

貨物を収容する上屋はありません。仕方なくはしけで他の水際線の上匡または

営業倉庫に持って行かなければなりません。

また、前面のノミースに着岸した船には、隣接した上屋に収容されている貨物

で、その船に積込まれる貨物はほんの少ししかないのは当然で、す。確率からい

いましても 5%以下であることはわかっています。だから船への貨物の積込み

ははしけで方々から持って来なければなりません。こういうわけですから神戸

港の経岸貨物は10%以下という数字を示しているのであります。

ノミースと上屋が直結していない形だけパースに隣接して上屋が形良く並んで

いるが、水際線の上屋として役立っていない神戸港の上屋は荷捌上屋と してで

なく保管上屋としてしか役立っていないということを批判される理由になるわ

けであります。

大へん話が長くなりましたが、以上が私がこれからお話しようという摩耶ふ

頭建設と運営についての前提としてのお話しであります。

こういう理由からパースと上屋が直結し、経岸荷役が促進され、本船の速

発、港湾荷役費の軽減という 3つのタイトノレをかかげて摩耶ふ頭の建設が開始

されたのであります。

ただ、一寸その前に横道にそれますが、色々な目的で港湾の運営の改善を目

標に戦後第7突堤、第 8突堤それから現在進行中の第6突提の各種を建設して

おりますが、これについても色々お話したいのですが、木日割愛させていただ

きまして、摩耶ふ頭へ一足飛びに入りたいと存じます。

3. 港湾施設に対する公共投資の目的

港湾施設の建設になぜ国費その他の公共投資が行なわれるか、これについて

は、歴史的な経緯もございますが、現在では、

付) 輸出入貿易の附帯的経費の軽減

(吋公共性の保持

川港湾管理者の支出の軽減

伺 使用料金の規制
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等のほか色々の理由がと、さ.います。

この点につきましては、荘、はあまり自信を持ってど説明できません。のちほ

ど|掲東学院大学の北見先生から丁寧など説明があることと存じます。

私は、ただ実務的に摩耶峰頭の運営方法を決定する過程において繰返して説

明したことは、単に従来の新港突虎と同じ運営方法を取るなれば、必ずしも摩

1mの諸施設の計画を推進する必要はない、むしろ再検討すべきではないか。つ

まり、18ノζース、17棟の上屋と約4万坪の倉庫用地その他附帯施設のためなら

ば埋立地の造成を行ない、臨水線は護岸で聞い、港内にブイを18偲造る方法も

ある。 18個のブイの建設費は、10億足らずですみ、埋立地は護岸も含めて坪

3.4万円くらいの原価で売却できるので、その結果、港湾管理者は、ブイの建

設負担金 2~3 億で目的を達することができるだろうと考えるのであります。

国および港湾管理者が、それぞれ150億、90億の建設の負担にも拘らず、摩

耶ふ頭の建設に遇進している理由は、国民経済へ寄与するところが莫大な建設

費の支出よりも、なお一層重要な意味を持っている。だから摩耶の建設を進め

ているのだ。こういう意味で、運営方法もその目標にそうようにしなければな

らないと考えて来たのであります。

それでは、それは一体何かというと

1. 経岸荷役の促進

2. 港湾荷役費の低減

3. 木船の速発

という大目標であります。

そういう意味では、この目的を達せられないような運営方法を採用するなら

ば建設目標と異なることとなり、また、摩耶建設の意義も半減するだろう とい

うのであります。それでは具体的に摩耶ふ頭の運営方針はどうかということを

ど説明申上げたいと存じます。

4. 摩耶ふ頭運営方針

1) 第 1次案

昨年はじめ港湾局で作成しました方針案は、バースの優先使用と上匿の船会
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社に対する専用許可方式であります。つまり上屋は特定の船会社へ専用で、貸付

ける。前面のノ〈ースは希望のうち、優先順位をあらかじめつけておき、優先的

に使用させるという方法であります。

しかし、これは国が港湾施設に対して建設費を負担している現状から、特定

の船会社へ優先または専用で、使用許可することは、到底許されないということ

で、計画を変更せざるを得なくなったので、あります。

私たちといたしましては、港湾施設の利用という点から考えますと、前期の

3大目標を達成する一番近道は船会社に専用で貸すというのが良いと考えたの

であります。しかし、これは今申しましたとおり現状では実行できないのであ

ります。つまり国民経済目的の達成と公共性の保持には相矛盾するところがあ

るのであります。

そこで、どの点でこの2つを調和させたら良し、かということから立案された

のが、

「摩1sふ頭運営試案(昭和38年 4月18日提示)J 

であります。(別紙資料 (II)参照〉

2) 第 2次 案

38年 1月以来再検討して第l次案に代わる案として、さきほど申上げた「摩

耶ふ頭運営試案」が得られたので、あります。 これはパースの優先使用、上屋の

専用をさけるが、-船ごとにパースと上匿を一括して船会社に使用許可すると

いうことで、形式的にはとも角、実質的には相当程度第1次案の効果が期待で

きるものと考えられるものであります。

その後、運輸省ご当局をはじめ、海運局、関係業界に対する説明を重ねた結

果、大方の賛成を得たので、すが、何分にも現在の港湾運営方式を大幅に変更す

ることになりますので、業界の一部に反対意見が出たので、あります。

すなわち

船会社、ステベ業者 賛成

乙仲、中小倉庫業者 反対

ということであります。
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反対理由

I 乙仲 上屋内作業がパースの使用許可を受けた船会社の指定する港運業者

が行なうという点であります。これは結果的には船会社の指定する港運業者

がステベ一本にしぼられる結果、限定 l種の業者である乙仲業者は実質的に

は摩耶ふ頭から締出され、乙仲業者は単なるペーパーブロ ーカーに後退せざ

るを得なくなるというのであります。

E 中小倉庫業 この案がそのまま実施される と結果的に輸入貨物はステベを

兼業する大手倉庫業者に独占される恐れがあり 、到底辛篠できるものでない

という理由で、乙仲と手を組んで反対したので、あります。

この結果、5月末以来船会社の指定する港運業者は、ステベとその他の中小業

者の系列にするような案を考えざるを得なくなったので、あります。

3) 公社案、崎頭会社案

この問、上屋付バース案について関係業界の賛成を得られないならば、何時

までも待てないので、不本:立ながら公社または埠頭会社による突堤の運営とい

うターナミル ・オベレーター案も考えましたが、検討段階で、再び上屋付バー

ス案に戻ったので、あります。

4) 神戸海運局の「摩耶ふ頭運営方針案」が7月に至りまして出され

「上屋の管理母体として中小企業者(海運貨物取扱業者、中小倉庫業者〉の

運営するものを確保するが、それ以外の上屋については、船会社の指定する

港湾運送事業者の運営に委ねる。両者の分野の設定は、業者間協議により早

急に調整をはかる。」

ということで、ステベ、乙仲・中小倉庫の2;;1>:建方針が打ち出され、海運局長

を中心に業界の調整がはかられたので、あります。

この結果、ほぼ業界の賛成を得たのでありますが、ここで船会社の側で、差

し当りこの案で行くが、船会社としては、同一航路同一運営母体案を主張した

のであります。同一航路同一運営母体案とは、たとえば、現在のところ摩耶A、

Bは、ニ ューヨーク航路優先を考えておりますが、日本船のパース使用希望数

は3パースであります。このため日本船としてはニューヨーク航路 3パースに

ステベを指定するためには、39年3月にできるC、D上屋をステベ指定という
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ことにしてA、C、Dのパースを使用し上屋内作業にはステベ業者を使用した

い。これを条件とするということであります。反対から見ますと、日本船は、当

分の問、乙十1:1系の上屋付パースを使用する意思がないということであります。

このような理由は、一方において業界で将来の摩耶ふ頭18パース17械の使用

配分の問題にも関連するわけであります。

このような経過をたどるうち、8月29日摩耶ふ頭第 l突堤ならびにA、B上

屋の竣功式が行なわれ、9月市会に上屋付パース使用料(岸壁使用料のほか72

時間18万円、24時間増6万円〉の提案時期が近づいて来た結果、神戸市では、

お配り しております「摩耶ふ頭運営方針」を決定したのであります。(別紙資

料 (III)参照〉

のその後の経過

その後の経過を申上げますと

ω) 神戸港港湾審議会

これは港湾管理者の諮問機関であります。この審議会で船会社より「摩耶

ふ頭運営方針について」が出され

I 運営方法において前記同一航路同一運営母体でなければ運営し難いこ

と。

E 上屋付-パース使用料が、将来18万円についてはとも角，目下のところ

10万以下にしてほしい。

という説明がありましたが、海運局長より現在としては、この運営方針以外の

方針は考えられないと説明があり、使用料については、市側で考慮するという

ζとで全体として諒承されたのであります。その後使用料については、市と し

て当分の間12万円、4万円と決定しました。

(ロ)船会社

日本船の定航会としては、 C、Dパースの方針決定まで当分の問、定A、B

のパースについては、上屋付パースとして使用の意思がないこと。 12万円、

4万円の使用料については今後検討の上返事をするということであります。

付 この結果、今後A、Bバースの運営方針は、外国船について①ニューヨ

ーク航路、②北米航路、③欧州イ ンパ航路の順で上屋付パースとして使用せ
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ざるを得ないと考えておりました。

万一、このような使用希望がない場合は、臨時使用ということで、パースだけ

使用許可し、上匡の使用は許さないというような運営方法も考えられたのであ

ります。

資 料(工〉

摩耶埠頭建設費および進捗状況

司業1 単 全体 計画 (34~42) 進捗状況(数量〉

種
エ; 経

企 |事業費|国}]IJ {立 数 費

1白地波~ (-10m) 町13 1， 123，400 423，473 423，473 667，000 456，000 

第 4防波堤除却 ロ1 108 11，380 11，830 108 

l卓 第 5防波堤 I! 1，815 2，806，652 2，806，652 407 1，408 

月吉 壁 (-12m) // 1，760 3，459，930 2.594，947' 6875 1，072" 

// (-10m) // 1，800 3，185，834 2，389，375 686 1，114 

岸壁取付音11 (袖) ノア 248 413，010 311，010' 995 1485 

// (埠頭〉 // 7348 1. 013，470 760，102' 247 4878 

物揚場 (-4m)① ノY 375 ~ 346，880 260，160 128 247 I 

// (-4m)② // 711 362，190 271，642' 706 5 

ノY (-4m)③ // 667 360，630 270，473 575 92 

// (-4m)④ // 745 372，500 279，375 745 

// (-4m)⑤ // 622 443，400 332，S50 622 

// (取付部〕 // 140 70，000 52，500 140 
結
A 絡 橋 梁 200 530，000 397，550 200 // 

臨 港 通四 路 1ソ 8，640 340，000 255，000 8，640 

言十 14，139，349 11，416，141 

補
道 路 舗 装 mZ 239， 129 1，135，869 百67，9345 56，792 182，337 

ll!) 
臨 港 鉄 道 立1 16，500 1，408，000 704，000 16，500 

2，543，869 1，271，9345 

J包
主事 頭 用 対也 mZ “ 445，000 2，045，798 (2，045，798) 112，000 333，000 

上 屋 棟 17棟 2，275，000 (2，275，000) 1.5 15.5 

4，320，798 4，320，798 

21，004，016 12，688，0755 

( )は起(1'( 進捗率31.1% 
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資料 。[)

摩耶ふ頭運営試案

1 El 1来

工 パー只と上屋を直結して経岸荷役を促進するo

E 本船の速発を促進する。

E 港湾荷役費の低減を図かる。

2 基本方針

神戸市港湾局

38. 4. 18 提示

I パースは航路別に運営 し、 第1突堤A、Bは差し当たり ニューヨーク航路とする

瓦 パースとこれに接続する上屋は、一括して船舶に対し使用を許可する。

E 船舶はパース使用料の外に上屋使用の対仰と してl船約四万円を納付する。

資 料 (]I)

工 運営 目標

(1)経岸荷役の促進

仰 木船の速発

(3) 港湾荷役費の低減

五 基本 方 針

摩耶埠頭運営方針 (1963. 9. 10) 

上記運営目標の達成をはかれ かつ各港湾関係事業者の公平な事業分!h'Tを確保する

ため、摩耶士事頭の運営は、次の基本方垂|によるものとする。

A 管理方式

(1) 航路別指定バースとする。

位) パースに接続する上屋は、パース指定を受けた船自1:1の運航業者にー船毎に使用

を言|可する。

(3) 第2項の上屋は、原則として接続するパースより経岸にて積込まれる輸出貨物

の荷捌きのために使用するものとする。

(4) 上屋内作業母体の形態については次の 2径とする。
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1 ステベ

2 乙イ中等を中心とする新設作業会社

両者の担当分野は別途協議する。

(5) 新設作業会社の業務

1 上 屋保管

2 沿岸荷役

5.むすび

摩耶ふ頭の新方式の実施にあたっては、以上のような迂余曲折をへたので、あ

りますが、幸い去る 1月31日に関係業界と基本的な話合いが成立し、2月10日

から使用が開始されるととになりました。その後パース及び上屋の使用が継続

され、今日に至っている。

一方、上屋作業母体の設立は、乙イ中等を中心とする摩耶ふ頭企業株式会社お

よび摩耶ふ頭作業株式会社が昨年11月2日に設立せられ、本年2月10日には港

湾運送事業第4種の免許を受けて、即日業務を開始いたしました。

最後に、新らしい港湾運営のあり方として、全国の関係者および各方面の識

者のご指導とご支援を得ま して、摩耶ふ頭の建設目的が達成されるよう望む次

第であります。
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